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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　共通の平面基板（１８）上に並置された複数のアンテナ素子を有する平面アンテナアレ
イの形態による送信アンテナと、前記アンテナ素子にマイクロ波電力を供給するための給
電ネットワーク（２０、２２）及び切り替え装置（２４）と、を備えた車両（２８）のた
めのレーダセンサにおいて、前記アンテナ素子（１４、１６）は、等間隔で少なくとも一
列（１０、１２）に配置され、前記給電ネットワーク（２０、２２）は、前記アンテナ素
子に、各前記列の一方の端から他方の端へと一定の増分値により位相ずれが増大する前記
マイクロ波電力を供給するよう構成され、前記切り替え装置（２４）は、前記アンテナ素
子（１４、１６）への前記マイクロ波電力の前記供給を、当該供給が、位置特定の対象の
異なる複数の駆動形態の中から選択された一の駆動形態に応じて前記少なくとも一列（１
０、１２）の互いに反対の端から対称に行われるように制御するとともに、出力口が互い
に依存せずに切り替え可能であり、前記レーダセンサは、自身の給電ネットワーク（２０
、２２）がそれぞれに割り当てられた二列（１０、１２）のアンテナ素子（１４、１６）
を備え、前記給電ネットワーク（２０、２２）を介して、前記マイクロ波電力が前記アン
テナ素子（１４、１６）に順次供給され、前記二列（１０、１２）の給電の方向は互いに
逆であることを特徴とする、レーダセンサ。
【請求項２】
　前記切り替え装置は、互いに依存せずに切り替え可能な２つの出力口を備えた発振器（
２４）により形成され、前記２つの出力口には、それぞれ各前記給電ネットワーク（２０
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、２２）が恒常的に接続される、請求項１に記載のレーダセンサ。
【請求項３】
　各列（１０、１２）において隣り合うアンテナ素子（１４、１６）間の間隔は、放出さ
れる前記マイクロ波電力の半波長である、請求項１または２に記載のレーダセンサ。
【請求項４】
　前記位相ずれの前記一定の増分値は１２０°である、請求項１～３のいずれか１項に記
載のレーダセンサ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のレーダセンサを備える車両であって、前記レーダ
センサの基板（１８）は、前記車両（２８）のロール軸（Ａ）と共に４５°の角度を形成
する、車両。
【請求項６】
　同一に構成された２つのレーダセンサが、前記車両（２８）の互いに反対側に対称に配
置される、請求項５に記載の車両。
【請求項７】
　自車線上又は自車両（２８）の後方空間内の隣接車線上の車両（３０）を位置特定する
車線変更補助機能ＬＣＡと、前記自車両（２８）の縦軸（Ａ）に対して横方向に移動する
車両（３２）を位置特定する横方向トラフィック警告機能ＣＴＡと、を備えた、車両のた
めの運転者支援システムにおいて、所望の各前記機能に従って前記切り替え装置（２４）
を用いて、各前記機能に基づく、位置特定の対象の異なる複数の駆動形態から一の駆動形
態を選択することが可能な、請求項１～４のいずれか１項に記載のレーダセンサを備える
ことを特徴とする、運転者支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、共通の平面基板上に並置された複数のアンテナ素子を有する平面アンテナア
レイの形態による送信アンテナと、マイクロ波電力を供給するための給電ネットワーク及
び切り替え装置と、を備えた車両のためのレーダセンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両内での使用のために構想されるレーダセンサのアンテナは、ＨＳ（高周波）基板上
のパッチアンテナとして実現されることが多い。このことは、レーダセンサを安価に組み
立てることを可能とする。アレイアンテナの使用によって、レーダレンズを必要とするこ
となく、方位角及び／又は仰角におけるレーダセンサの所望の指向性が達成される。レー
ダ信号の放出のため、及び、反射された信号の受信のために別々のアンテナが利用される
ことが多い。方位角における送信アンテナの所望の指向性は、基板上に並置された複数の
アンテナ素子に、マイクロ波電力が同相で給電されることで達成される。その場合に干渉
によって、その主光線方向が基板の面に対して直角に方向付けられたレーダローブであっ
て、約－４５°から＋４５°の方位角範囲をカバーする上記レーダローブが生成する。受
信側でも同様に、並置された複数のアンテナ素子又はパッチが利用されるが、この複数の
アンテナ素子又はパッチは、異なる受信チャネルに属するため、異なるアンテナ素子によ
り受信された信号間の位相差を利用して、物体の方位角を推測することが可能である。
【０００３】
　本発明は特に、例えば、自車線上又は追い越し車線上の後ろから近づく車両について注
意喚起することで、車線変更の際に運転者を支援するＬＣＡシステム（Ｌａｎｅ　Ｃｈａ
ｎｇｅ　Ａｉｄ、車線変更支援）における、車両のための後部空間・レーダセンサを対象
とする。この場合レーダセンサは、速い車両も適時に検出しうるために、後ろの方向に向
かって大きな射程範囲を有する必要があり、他方では、追い越し車線上に僅かな間隔を取
って、又はほぼ同じ高度に存在する車両であって、運転者の死角にある上記車両の位置を
特定できる必要がある。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、機能を実現するために大きな帯域幅を満たすことを可能とする簡単に
組み立てられる安価なレーダセンサを創出することである。
【０００５】
　本課題は、本発明に基づいて、冒頭で挙げた形態のレーダセンサであって、アンテナ素
子は、等間隔で少なくとも一列に配置され、給電ネットワークは、アンテナ素子に、上記
列の一方の端から他方の端へと一定の増分値により位相ずれが増大するマイクロ波電力を
供給するよう構成され、切り替え装置は、アンテナ素子へのマイクロ波電力の供給を、当
該供給が駆動形態に応じて上記少なくとも一列の互いに反対の端から左右対称に行われる
ように制御する、上記レーダセンサによって解決される。
【０００６】
　様々なアンテナ素子により放射されるレーダ波間の干渉によって、非対称なアンテナパ
ターンが形成されるため、マイクロ波電力の大部分が高い強度で、基板に対して斜めの特
定の方向に放射されると同時に、マイクロ波電力のより少ない部分が、方位角が高い反対
側の側方へと放射される。基板が車両の縦軸と共に４５°の角度を形成するようにレーダ
センサが車両に組み込まれる場合には、一の駆動形態において、自車線上又は追い越し車
線上の後続トラフィックを、死角に至るまで検知し、ＬＣＡ機能及びＢＳＤ（Ｂｌｉｎｄ
　Ｓｐｏｔ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ、死角検出）機能を実行することが可能である。他の駆
動形態において、例えば駐車スペースからバックで出る際又は進入の際に横方向トラフィ
ックについて注意喚起するＣＴＡ（Ｃｒｏｓｓ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ａｌａｒｔ、クロスト
ラフィックアラート）機能のために利用することが可能な、横方向に反転したアンテナパ
ターンが生成される。
【０００７】
　本発明の更なる利点は、同一に構成されたレーダセンサが、車両の互いに反対側に組み
込まれ、上記レーダセンサでは、上記２つの駆動形態の機能のみが入れ替わることである
。
【０００８】
　本発明の有利な実施形態及び発展形態は、従属請求項において示される。
【０００９】
　好適に、給電ネットワークに接続されたアンテナ素子は純粋な送信アンテナを形成し、
レーダエコーの受信のためには、例えば、送信アンテナのような同一の基板上に配置され
る平面アレイアンテナにより形成可能な別の受信アンテナが設けられる。
【００１０】
　好適な実施形態において、送信側に、別々の平行な二列のアンテナ素子が設けられ、上
記二列のアンテナ素子はそれぞれ自身の給電ネットワークによって、互いに反対側からマ
イクロ電力が順次供給される。切り替え装置は、互いに依存せずに切り替え可能な２つの
出力口を備えた発振器により形成可能であり、上記２つの出力口は、２つの給電ネットワ
ークのうちの１つと恒常的に接続される。上記の二列は、一直線上に配置し、又は、垂直
方向に移動し互いに重ね合わせて配置することが可能であり、従って、１つのコンパクト
な基板上に収納される。アンテナ素子に供給される電力は、駆動形態ごとに変えられうる
。例えば、ＣＴＡ機能のためにアンテナ素子により低い振幅を与えることは有利であり、
従って、ＣＴＡ機能のための、側方へと方向付けられるメインローブは、ＬＣＡ機能のた
めの、後方へと方向付けられるメインローブよりも小さい射程範囲を有し、従ってノイズ
に対する感度が低い。
【００１１】
　各列の隣り合う２つのアンテナ素子間の間隔は、例えば半波長であってもよく、位相の
ずれは、アンテナ素子ごとに１２０°ずつ変えられてもよい。このようにして、基板に対
する法線により約３５°の角度を形成するメインローブが実現される。メインローブは、
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２つの駆動形態において、センサがＣＴＡ駆動形態では後方に向かって比較的感度が低い
ように、車両の縦軸又は横軸に対して方向づけられ、従って、車両の真後に駐車中の車両
からのクラッタにより、上記ＣＴＡ機能は妨害されない。対応して、ＬＣＡ駆動形態では
、センサは、より大きく間隔を保った、自車両と同じ高度の追い越し中の車両又は追い越
された車両に対して感度が比較的低い。
【００１２】
　好適に、給電ネットワークは、放出されるマイクロ波の振幅もアンテナ素子ごとに異な
っているように構成され、例えば、上記振幅がアンテナ素子の列の一方の端から反対側の
端に向かって減少するように構成される。これにより、放射されたレーダ光線の電力分配
が方位角に渡って均一化され、従って、メインローブとサイドローブとの間にある位置特
定の隙き間が大幅に埋められる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　以下では、本発明の実施例が、図面を用いてより詳細に解説される。
【図１】基板上に水平方向に二列に配置された複数のアンテナ素子の概略図を、個々のア
ンテナ素子の位相割り当ての一例と共に示す。
【図２】図１のアンテナ構成及び位相割り当てについてのアンテナパターンを示す。
【図３】図１のアンテナ構成及び位相割り当てについてのアンテナパターンを示す。
【図４】本発明に係るレーダセンサの組み込み形態を示すための車両の概略的な見取り図
を示す。
【図５】様々な適用状況における本発明に係るレーダセンサの位置特定パターンを示す。
【図６】様々な適用状況における本発明に係るレーダセンサの位置特定パターンを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１には、６つのアンテナ素子１４、１６をそれぞれが含む２つの水平方向の列１０、
１２が示されており、上記アンテナ素子１４、１６は、ＨＳ基板上の各列において等間隔
に配置されている。ここでは、アンテナ素子１４、１６は個々のパッチとして提示される
。アンテナ素子は、各給電ネットワーク２０、２２を介して、レーダ光線として放出され
るマイクロ波信号を獲得する。２つの給電ネットワーク２０、２２は、送信されるマイク
ロ波信号を生成する切り替え可能な発振器２４の異なる出力口に接続される。発振器２４
の２つの出力口は、互いに依存せずに作動及び停止され、マイクロ波信号の振幅も、出力
口ごとに独立して設定される。
【００１５】
　給電ネットワーク２０、２２は、各列のアンテナ素子１４、１６が順次電力供給される
ように構成されるが、各列１０及び１２の給電方向は左右逆である。
【００１６】
　各列のアンテナ素子１４、１６の間の間隔Ｄは、示される例では、マイクロ波光線の半
波長（Ｄ＝λ／２）である。２つの隣り合うアンテナ素子を互いに接続する給電ネットワ
ーク２０、２２の区間の長さが、当該アンテナ素子間の位相差を決定する。アンテナ素子
１４、１６の位相割り当ての例が図１に示されている。列１０では、アンテナ素子１４は
、当該列の左端の第１のアンテナ素子（位相＝０°）に対して、１２０°、２４０°、３
６０°、４８０°、及び６００°の位相のずれを有する。即ち、位相のずれは、同じ増分
値（１２０°）で増大する。列１２では、アンテナ素子１６は、当該列の左端の最後のア
ンテナ素子（位相＝０°）に対して、－１２０°、－２４０°、－３６０°、－４８０°
、及び－６００°の位相のずれを有する。
【００１７】
　図２及び図３は、図１に示した列１０又は１２のための位相割り当てにより得られるア
ンテナパターンを示している。図２の曲線１０’は、方位角の機能としての、列１０のア
ンテナ素子１４により放出されたレーダ光線の相対電力を示す。個々のアンテナ素子によ
り放出される光線部分の間の干渉により、約－３５°の方位角において、際立ったメイン
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ローブを生成する。（値に従って）より大きな方位角については、電力が下がる。これに
対して、－２０°～＋７０°の範囲内に幾つかのサイドローブが発生し、従って、電力は
、約＋８０°の範囲まで適度に高いレベルに維持される。図３の曲線１２’は、曲線１０
’に対して横方向に反転しており、方位角の機能としての、列１２のアンテナ素子により
放出されたレーダ光線の相対電力を示す。
【００１８】
　給電ネットワーク２０、２２内の（図１に点線で示される）いわゆる変成器２６によっ
て、各アンテナ素子１４、１６のための振幅割り当てが個別に設定される。これにより、
アンテナパターンにおける最小値が比較的弱く際立つことが実現される。
【００１９】
　アンテナ素子１４、１６の列１０、１２はそれぞれ送信アンテナを形成する。基板１８
上の図示されない更なる別のアンテナ素子が、レーダエコーを受信する（好適に角度分解
型の）受信アンテナを形成する。
【００２０】
　送信アンテナ及び受信アンテナのアンテナ素子、並びに、給電ネットワーク２０、２２
は、マイクロストリップ技術により基板１８上に形成することが可能であり、この基板１
８は、発振器２４、及び、場合によっては、例えば混合器等のレーダセンサの他の構成要
素も収容する。
【００２１】
　個々のアンテナ素子１４、１６の代わりに、選択的に、垂直方向に方向付けられた縦列
アンテナであって、順次電力供給される複数のアンテナパッチを含む上記縦列アンテナを
設けることも可能である。
【００２２】
　図４は、車両２８内の、上記のアンテナ構成を備えたレーダセンサの組み込みを示す。
レーダセンサに関しては、ここでは、垂直方向に方向付けられた平面状の基板１８の見取
り図のみが示される。車両２８の各後方の角に、レーダセンサが、その基板１８が車両の
縦軸Ａと共に４５°の角度を形成するように配置されていることが分かる。
【００２３】
　図５は、車両２８の走行方向の左側に存在するレーダセンサの位置特定パターンを示す
。図５の斜線が入った領域は、ＬＣＡ駆動形態において発振器２４のマイクロ波信号がア
ンテナ素子１４の列１０に供給される場合に、レーダ光線が物体の位置特定のために十分
な振幅を有する範囲を示す。基本的に後方に方向づけられた非常に際立ったメインローブ
１４ａであって、車両の縦軸と共に約１５°の角度を形成し、従って左の追い越し車線上
で追い越し中の車両３０、及び、自車両２８の車線上を高速で接近する車両を位置特定す
ることに特に適した上記メインローブ１４ａが生成する。より小さいサイドローブ１４ｂ
は、車両の側方へとより強く方向付けられ、特に、運転者にとっては死角に存在する車両
の位置特定を可能とする。しかしながら、その際の射程範囲は、隣接車線のその隣の車線
上又は対向車線上の車両からの邪魔な位置特定信号を大幅に抑制するように制限される。
【００２４】
　図６は、例えば駐車スペースからバックで出る際に、運転者に駐車場内の横方向トラフ
ィックについて注意喚起することが可能なＣＴＡ機能の枠組みにおける、車両２８の同一
レーダセンサの駆動のための位置特定パターンを示す。横方向トラフィックは、図６では
車両３２により表される。この場合には、アンテナ素子の列１０が停止され、発振器２４
の電力が、アンテナ素子１６の列１２に供給され、好適に、図５のＬＣＡ駆動形態よりも
僅かに少ない電力が供給される。図６に示すように、この場合には、より小さい射程範囲
を有するメインローブ１６ａであって、基本的に車両２８の側方へと方向づけられ、車両
２８の縦軸と共に約７５°の角度を形成する上記メインローブ１６ａが生成する。短い射
程範囲を有するサイドローブ１６ｂは、この場合には基本的に後方に向かって方向付けら
れる。この駆動形態では、このサイドローブの射程範囲を制限することにより、自車両２
８の後方に駐車中の車両３４からの望まれないクラッタが回避される。
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【図５】 【図６】
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